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１ 公募の趣旨 

「市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンター」（以下「ニード」という。）は、平成

１７年７月に「町民の健康・福祉増進と心身の健全と併せ体育、スポーツ、レクリエーシ

ョン及び社会教育の振興を図る」ため、旧六郷町にて旧落居小学校の跡地を利用して設置

され、町が管理運営を行ってまいりました。  

しかしながら、近年は利用者の減少や老朽化等により、多額の一般財源を投入して運営

を継続している状況です。厳しい財政状況の中、地域の活性化という政策目的を達成する

ため、公共施設としての制約を外し、民間事業者の創意工夫を最大限活かした再建を図り

たく、民間譲渡を行います。 

この要領は、ニードの設置目的を踏まえた経営を行い、本町の活性化に積極的にご協力

いただける民間事業者等を公募するにあたり、必要な事項を定めたものです。 

 

２ 募集にあたって 

この要領で定める譲渡条件を遵守し、ニードの有効かつ長期活用と地域の活性化に寄

与するとともに、施設運営の意欲や経営能力の優れた民間事業者等を募集します。 

 

（１）対象施設の名称 

市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンター 

 

（２）募集方法 

公募型プロポーザル 

 

（３）対象施設の経営状況 

別紙１のとおり 

 

（４）譲渡時期 

令和７年４月１日（火） 
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（５）応募資格 

応募にあたっては、次の条件を全て満たす事業者又は団体若しくは複数の事業者・団

体等で構成される共同事業体とし、事業者等の主たる所在地については、町内・町外を

問いません。 

 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

② 国税及び地方税を滞納していない者であること。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申し立てがなされて

いない者及びその開始決定がされていない者であること。 

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立てがな

されていない者及びその開始決定がされていない者であること。 

⑤ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申し立てがな

されていない者及びその開始決定がされていない者であること。 

⑥ 次に掲げる暴力団に関する法律等に該当しない者であること。 

 役員等が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号及び市川三郷町暴力団排除条例（平成２４年条例第１２号）第２条第

２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号及び市川

三郷町暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与していると認められる者  

 暴力団員等（市川三郷町暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員等をい

う。）であると認められる者 

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められる者  

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用していると認められる

者 

⑦ 本プロポーザル手続き開始の告示日から審査委員会までの間、市川三郷町から指

名停止の措置を受けていない者であること。（応募者が共同事業体であるときは、

その構成員全てが受けていないこと） 

⑧ 関係法令を遵守し、この要領に記載する譲渡の条件を遵守する者であること。 
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（６）スケジュール 

募集、選定等に係る日程は次の表１のとおりとします。 

 

表１ 譲渡スケジュール 

内 容 日 程 

公募の開始 令和６年１２月 ２日（月） 

現地説明会申込み期間 
令和６年１２月 ２日（月）から 

令和６年１２月１１日（水）まで 

現地説明会 令和６年１２月１３日（金） 

質問受付期間 
令和６年１２月 ２日（月）から 

令和６年１２月２０日（金）まで 

参加申込書提出期限 令和７年 １月 ９日（木） 

企画提案書提出期限 令和７年 １月１７日（金） 

プレゼンテーション及び選定 令和７年 １月下旬 

優先交渉権者の決定 

（審査結果の通知・公表） 
令和７年 １月下旬 

建物売買契約、備品譲渡契約等の締結

（仮契約） 
令和７年 １月下旬 

議会の議決、契約の締結（本契約） 令和７年 ２月中 

引き渡し 令和７年 ４月 １日（火） 

※公募スケジュールは予定であり、日程を変更する場合があります。また、日程が

確定していない事項については、適宜、文書により通知します。 
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３ 譲渡の条件 

次の（１）～（１０）の譲渡の条件を遵守してください。提出された書類が条件を満た

していない場合、失格となりますのでご留意ください。 

 

（１）用途の指定 

建物等については、ニードを活用した「健康・福祉増進、体育、スポーツ、レクリエ

ーション」の用途に使用することとし、譲渡後、速やかに営業を開始してください。 

ただし、必要となる投資（修繕・改修・更新等）を行う場合など、営業開始までに一

定の期間を要する場合には、町と協議を行ってください。 

また、運営に支障がない限りにおいて、これらを活用した地域福祉・地域振興に貢献

できる事業を行ってください。 

 

（２）用途の指定期間 

建物等については、健康・福祉増進、体育、スポーツ、レクリエーションの用途に譲

渡後５年間使用してください。ただし、必要となる投資を行い、営業開始までに一定の

期間を要した場合には、営業開始後５年間とします。 

 

（３）譲渡施設 

① 建物に関すること 

表２のとおり、建物（附属設備を含む。）を有償で譲渡します。 

事業を実施する上で必要となる改修等は、町議会での関連議案の議決を経て町が契

約者と決定した者（以下、「譲渡先事業者」という。）の責任で行うこととします。 

 

② 土地に関すること 

表３のとおり、土地を町より無償で貸付けます。令和１２年３月３１日まで現状の

ニードの事業を継続していただくことを無償貸付の条件とします。 

土地の無償貸付期間は、令和１２年３月３１日までとしますが、無償貸付期間経過

後も引き続き事業を継続していただくことを期待しています。無償貸付期間経過後

の条件等については、期間満了前に譲渡先事業者等と町で協議し、決定するものとし

ます。 

土地の用途又は形状の変更及び土地上への新たな施設等の建設又は設置など、町

の承諾なく、これを行うことはできないものとします。 

 

③ 備品に関すること 

法定耐用年数を経過しているため、備品については無償譲渡とします。 
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表２ 建物に関すること 

概     要 

所在地：山梨県西八代郡市川三郷町落居２３３０番地 

建設年月：昭和５０年３月（旧落居小学校として完成） 

改築年月：平成１７年５月 

構造：ＲＣ造 

建築面積：５５０.５７㎡ 

延床面積：１,２７６.８９㎡ 

      １階…５５０.５７㎡ 

      ２階…５４８.８２㎡ 

      ３階…１７７.５０㎡ 

施設内容：１階 

      （１）管理室 

      （２）プレイルーム 

      （３）談話スペース 

      （４）男子更衣室 

      （５）女子更衣室 

      （６）医務室 

２階 

（１）フィットネスルーム 

（２）キッズスタジオ 

３階 

（１）フリースタジオ 

（２）ミーティングルーム 

※譲渡する建物は現状有姿で譲渡するものとし、隠れた瑕疵については、町は一切

の責任は負いません。 
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表３ 土地に関すること 

概     要 

・所在地：市川三郷町落居字御蔵前２３１８番地 

地 目：宅地 

面 積：１８.００㎡ 

所有者：市川三郷町 

・所在地：市川三郷町落居字御蔵前２３２０番地２ 

地 目：宅地 

面 積：４０３.００㎡ 

所有者：市川三郷町 

・所在地：市川三郷町落居字御蔵前２３２１番地２ 

地 目：宅地 

面 積：９３.００㎡ 

所有者：市川三郷町 

・所在地：市川三郷町落居字御蔵前２３２１番地３ 

地 目：宅地 

面 積：１５７.００㎡ 

所有者：市川三郷町 

・所在地：市川三郷町落居字御蔵前２３２７番地２ 

地 目：宅地 

面 積：４０６.００㎡ 

所有者：市川三郷町 

・所在地：市川三郷町落居字御蔵前２３３１番地１ 

地 目：宅地 

面 積：３,８７１.００㎡ 

所有者：市川三郷町 

 

合計４,９４８.００㎡ 

※一部駐車場は個人名義のため貸付の対象外となります。 
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（４）譲渡金額 

建物の有償譲渡に係る最低譲渡価格は、設定しておりません。次の価格を参考にして、

応募者は建物買取価格を見積ってください。 

 

建物の鑑定評価価格 ７５,１９３,８００円（令和６年７月９日現在） 

 

※なお、譲渡に関する所有権移転登記については、譲渡先事業者の負担において必要な

手続きを行うものとします。その場合、町は譲渡を受ける譲渡先事業者に必要な書類

等を提出するものとします。 

 

（５）譲渡後の取扱い 

譲渡後における施設の維持管理、修繕については、譲渡先事業者が責任をもって対応

してください。また、譲渡先事業者は、売買代金の支払い完了後、契約の内容に適合し

ないことを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償請求又は契約解除をするこ

とができません。 

譲渡等については町議会の議決を経て確定します。 

 

（６）公序良俗に反する使用の禁止 

① 譲渡先事業者は、売買物件及び売買物件上に建設した建物（以下「売買物件等」と

いう。）を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がそ

の活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはいけません。 

② 譲渡先事業者は、売買物件上の建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に

対して上記①の定めに反する使用をさせてはいけません。 

 

（７）風俗営業等の禁止 

① 譲渡先事業者は、売買物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業及び同条第１３項に規定する接客業務受託営業の用に

使用してはいけません。 

② 譲渡先事業者は、売買物件上の建物を第三者に使用させる場合には、当該第三者に

対して上記①の定めに反する使用をさせてはいけません。 
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（８）所有権移転の禁止 

① 譲渡先事業者は、指定期間内に売買物件を第三者に所有権移転をしてはいけませ

ん。ただし、指定期間内にやむを得ない事由により町の書面による承認を得たとき

はこの限りではありません。 

② 譲渡先事業者は、指定期間内に町の承認に基づいて第三者に所有権移転をする場

合は、上記（１）及び（２）に定める条件を当該第三者に対し書面により承継し、

遵守させなければいけません。 

 

（９）町が行う事業への協力について 

当該施設は、これまで町が行うヘルスアップ教室や貯筋教室の開催場所となっている

ため、譲渡後も町が事業を行う際は、同施設での開催について協力してください。 

 

（１０）その他 

この実施要領に記載のない事項で疑義が生じた場合には、別途協議するものとします。 

 

４ 応募手続き  

（１）募集要領の配布 

次のとおり募集要領の配布を行います。 

 

① 配布期間 

令和６年１２月２日（月）から 

② 配布方法 

当町のホームページよりダウンロードしてください。 

URL https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp 
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（２）現地説明会の開催 

物件の現地説明会を事前申込制で実施します。 

 

① 申込期限 令和６年１２月１１日（水）午後５時まで 

② 申込方法 電子メールにて現地説明会参加申込書（様式１）を送信してください。 

③ 申 込 先 市川三郷町いきいき健康課健康増進係 

電子メール ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp 

④ 開催日時 令和６年１２月１３日（金）午前１１時から午後４時まで 

 

※説明会は原則として１応募者６０分以内とします。また、現地内覧会参加の有無は、選

定には一切影響ないものとします。参加人数については、１事業者３人までとします。

現地内覧会では質問は受け付けないこととします。 

 

（３）資料の閲覧 

以下の関係資料を閲覧することができます。次のとおり事前申込が必要です。  

 

① 閲覧期間 令和６年１２月２日（月）から令和７年１月１７日（金）まで  

午前９時から午後５時まで  

ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）

を除きます。  

② 閲覧可能なもの・公図 

・登記簿 

・「市川三郷町六郷の里・ニードスポーツセンター」各種設計図書 

※落居小学校建設図書含む 

・不動産鑑定評価書 

・本施設の維持管理経費に関する資料 

※その他の必要書類についてはご相談ください。 

③ 申込方法 閲覧を希望する場合は、事前に閲覧希望日時を電子メールで連絡して 

ください。 

④ 申 込 先 市川三郷町いきいき健康課健康増進係 

電子メール ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp 

⑤ 閲覧場所 市川三郷町いきいき健康課健康増進係（町役場六郷庁舎１階） 

住所 山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５ 
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（４）質問事項の受付 

実施要領等に関する質問を次のとおり受け付けます。質問の回答内容は、実施要領の

追加又は変更とみなします。 

 

① 受付期限 令和６年１２月２０日（金）まで 

② 提出方法 電子メール又はＦＡＸで質問書（様式２）を提出してください。 

③ 提 出 先 市川三郷町いきいき健康課健康増進係 

ＦＡＸ ０５５６－３２－２８８７ 

電子メール ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp 

④ 回答方法 随時、町ホームページ上で公開するほか、最終回答を令和６年１２月２ 

７日（金）までに、質問提出者全員に対しメールで回答します。 

 

（５）参加申込書の受付 

本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次のとおり提出してください。 

 

① 提出期限 令和７年１月９日（木）午後５時まで 

※郵送の場合は提出期限必着とします。 

② 提出書類 ・プロポーザル参加申込書（様式３） 

・誓約書（様式４、様式４別紙） 

③ 提出方法 各様式に必要な事項を記載のうえ、提出すること。 

なお、参加申込書への押印（法人にあっては代表者印）については、市

川三郷町としては求めるものではなく、プロポーザル参加希望者の社

内規程等によるものとします。そのため、押印する場合は郵送または持

参、押印しない場合は電子メールにより提出することも可能とします。 

④ 提 出 先 市川三郷町いきいき健康課健康増進係 あて 

電子メール ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp 

住所 〒４０９－３２４４ 山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５ 
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５ 企画提案 

（１）企画提案書類の受付 

次のとおり企画提案書類の受付を実施します。 

 

① 提出期限 令和７年１月１７日（金）午後５時まで 

※郵送の場合は提出期限必着とします。 

② 提出書類 ① プロポーザル応募申請書（様式５） 

② 企画提案書（任意様式） 

③ 定款 

④ 法人登記に係る履歴事項全部証明書（発行後３か月以内のもの） 

⑤ 直近３年間の事業報告書及び決算書（任意様式） 

⑥ 納税証明書（法人税、消費税、法人住民税及び法人事業税） 

⑦ 建物買取価格書（様式６） 

※共同事業体の場合は、上記に加えて、次の書類を提出してください。 

⑧ 共同事業体構成員調書（様式７） 

⑨ 委任状（様式８） 

③ 提出部数 正本１部、副本７部 

④ 提出方法 提出期限までに持参するか、郵送してください。郵送の場合は、提出期 

限必着とします。 

※提出書類の右側に書類番号「①～⑨」のインデックスを付けてくださ

い。 

※企画提案書の著作権に関し、町が本件契約の締結、履行に必要な範囲

で複製を作成し、第三者に開示することを応募者は承諾するものと

します。 

※共同事業体による応募の要件として、応募及び事業に必要な諸手続

きを一貫して行う構成員（以下「代表事業者」という。）をあらかじ

め１者定めてください。また、参加申込書の提出期限後は、原則とし

て構成員の変更及び追加は認めません。構成員は、他の提案を行う共

同事業体の構成員になることはできません。 

⑤ 提 出 先 市川三郷町いきいき健康課健康増進係 あて 

住所 〒４０９－３２４４ 山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５ 

⑥ 費用負担 応募に関して必要となる費用全ては応募する事業者の負担となります。 
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（２）企画提案書の作成要領 

企画提案書（任意様式）には、１４頁の表４に示す審査項目を踏まえ、以下の内容を

盛り込んでください。 

 

① 事業計画 

・概要  

・健康と福祉を増進する場として、また、心身の健全と併せ体育、スポーツ、レクリ

エーションなどが行える場としての取組計画について 

・地域との協働、活性化等に向けた計画について 

・運営体制図  

・事業収支計画（事業開始から５年間） 

② 類似施設等の運営実績 

・原則として、Ａ４版縦、左綴じで各ページに通し番号を振り、片面印刷とします。

ただし、パンフレットや証明書類等規定のものを除きます。  

・文字は、１０．５ポイント以上の文字としてください。ただし、図や表中の文字に

ついてはこの限りではありません。 

・必要に応じ、イラスト、イメージ図、表を使用しても構いません。 

 

（３）プレゼンテーション 

企画提案内容に係るプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり実施します。 

 

① 開催日時 令和７年１月下旬を予定。※場所及び時間は別途通知します。 

② 開催場所 未定 

③ 出 席 者  １応募者につき３名以内 

④ 実施時間 ・事前準備    ５分以内 

・企画提案説明 １５分以内 

・質疑     ３０分以内 

※説明は上記で提出した資料に沿って説明してください。 

※スクリーン及びプロジェクターは町で準備しますが、パソコンそ

の他必要な機器（電源・机・イスを除く。）の用意及びセッティン

グは、応募者で行ってください。  

⑤ そ の 他  応募者が１者の場合であっても、プレゼンテーションは実施します。 

なお、プレゼンテーションの順番は原則企画提案書等の受付順としま

す。ただし、企画提案書等の到着が同日同時刻の場合は、提出者の五十

音順とします。 
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６ 提案の審査及び選定 

（１）審査委員会の設置 

企画提案内容の審査に際しては、民間譲渡に係る公募型プロポーザル審査委員会（以

下「審査委員会」という。）を設置し、提出書類の審査及びプレゼンテーション・ヒア

リング審査（非公開）を行います。 

 

（２）審査方法 

① 事前審査（書類審査） 

書類審査項目について、審査員が各審査項目における審査基準に基づき採点を行

います。なお、プロポーザル参加者が４者以上の場合は「③順位の決定方法」により

選定した上位３者をプレゼンテーション審査対象とします。 

② プレゼンテーション審査（本審査） 

提出された企画提案書について、プレゼンテーションと審査員による質疑応答を

実施し、各審査項目における審査基準に基づき採点を行います。 

③ 順位の決定方法 

審査員ごとに、審査項目の点数を合計して、合計点が高い順に順位を付します。各

審査員が付した順位の数字を合計した数値（以下「順位点」という。）が最も小さい

者を第１位として、次点を第２位とします。なお、順位点が同一の提案者が複数いた

場合には、各審査員の審査項目の合計点が最も高い者を、さらに合計点数が同一の場

合には審査項目「事業計画事業内容」の採点の合計点数が高い者を、この点数も同一

の場合には審査委員会の評決により選定します。 

④ 優先交渉者の決定方法 

前項「③順位の決定方法」で定める順位の決定方法により最終的に第１位となった

者を契約候補者、第２位となった者を次点とします。 

 

（３）審査基準及び配点 

各審査項目の審査基準及び点数配分は次の表４のとおりとする。 
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表４ 審査基準表 

審査の視点 配点 
書類 

審査 

本 

審査 

基本事項 

①公募の趣旨を理解し、施設の譲渡先事業者として

相応しい経営理念・経営方針であるか。 
１６点 

(各８点) 

●  

②類似施設の施設運営の経験・実績があるか。 ●  

事業計画 

事業内容 

①事業計画の内容が施設の設置目的に合致している

か。 

２０点 

(各４点) 

 ● 

②事業計画は具体性および実効性を有しているか。  ● 

③事業内容、提供するサービスの内容について、質

の高いサービス提供が期待できるか。 
 ● 

④利用料金及び営業時間などの考え方は適切か。（現

行サービスに配慮されているか。） 
 ● 

⑤町の施策に貢献する取組みが計画されているか。  ● 

地域活性化

などの取組

み及び地域

への経済的

効果 

①地域や施設の特性を理解し、地域活性化に結び付

く効果的な施設活用が期待できるか。 
８点 

(各４点) 

 ● 

②地域住民との連携・協働は期待できるか。また、地

域の経済的効果は期待できるか。 
 ● 

緊急時の防

犯・防災対

策 

①非常災害の発生に備えた対策が取られているか。 
８点 

(各４点) 

 ● 

②緊急時対策や防犯、事故対策が取られているか。  ● 

安定的な事

業運営 

①法人の経営状況は良好か。 

１２点 

(各４点) 

●  

②経営の改善、安定化を図る収支計画となっている

か。 
 ● 

③収支計画の実現の可能性はあるか。  ● 

施設の 

維持管理 

①施設の維持管理や整備点検計画は適切か。 ８点 

(各４点) 

 ● 

②新たな投資（改修を含む）が計画されているか。  ● 

説明能力 

①提案内容の説得性、実現性が十分であるか。 
１６点 

(各８点) 

 ● 

②施設運営に対する取組み姿勢が適切で、熱意や意

欲があるか。 
 ● 

建物買取 

提案額 

当該応募者の提示価格／応募者内の最高価格×１２ 

※税込、小数点以下四捨五入 
１２点 ●  

合 計 １００点 ３２点 ６８点 

※配点数の５０％に当たる点数を基準点とし、これ未満の場合は失格とします。 
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（４）審査結果の公表 

審査結果については、すべての応募者に書面にて通知します。また、町ホームページ

において、最優秀提案者及び各応募者の評価点について、公表します。 

 

（５）契約の締結 

① 町有財産（建物）売買仮契約の締結 

本契約前に、「市川三郷町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例」第３条の規定による町議会の議決を経る必要があるため、優先交渉権者は、

本町と仮契約を締結してください。 

なお、仮契約に係る印紙税等の費用は、優先交渉権者の負担とします。 

② 町有財産（備品）譲渡仮契約の締結 

優先交渉権者は、町有財産（建物）売買仮契約の締結と同時に、町との間で町有財

産（備品）譲渡仮契約を締結していただきます。 

③ 議会の議決 

この財産売買、譲渡の仮契約は、市川三郷町議会において関係議案の議決を経て、

本契約となります。  

ただし、関係議案が否決された場合は、この要領に定める譲渡先事業者の募集及び

決定は無効とします。この場合において、優先交渉権者が受ける損害等については、

市川三郷町は補償を行いません。 
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（６）失格要件 

応募者が次のいずれかに該当する場合は、その応募者は失格となります。なお、企画

提案内容の審査により、優先交渉権者として決定した場合でも、町有財産（建物）売買

契約の効力が最終的に確定するまでに次の失格要件に該当することが判明した場合は、

物件の譲渡を受けることはできません。 

 

① 本実施要領の応募資格を満たさなくなった場合。 

② 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。 

③ 本実施要領に定める様式で提出されない場合。 

④ 提出方法、提出先及び提出期限に適しない場合。 

⑤ プロポーザル参加申込書、企画提案書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載

されていない場合。 

⑥ プロポーザル参加申込書、企画提案書等に虚偽の記載がされた場合。 

⑦ 市川三郷町建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱（令

和５年市川三郷町告示第５号）別表第１および別表第２の各項に掲げる措置要件

のいずれかに該当する行為が認められた場合。 

 

７ その他留意事項 

プロポーザルに申し込む際には次のことにご留意ください。 

 

（１）参加申込書の提出以降に辞退する場合は、辞退届（様式９）を提出してください。 

（２）提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めません。 

（３）提出書類は返却しません。なお、審査の過程で複製を作成することがあります。 

（４）書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、応募者の負担とします。 

（５）審査内容・結果等に関する問い合せ及び異議申し立ては応じることができません。 

（６）本公募に係る情報公開請求があった場合は、市川三郷町情報公開条例に基づき提出書

類を公開する場合があります。 

 

８ 問い合わせ先及び企画提案書等提出書類の提出先 

市川三郷町いきいき健康課健康増進係 

住所 〒４０９－３２４４ 山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５  

電話 ０５５６－３２－２１１４ ＦＡＸ ０５５６－３２－２８８７ 

電子メール ikiiki@town.ichikawamisato.lg.jp 


